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『てくのクテ』は、知っている方、知らない方を問わず、ＩＴに関する色々な疑問？？？や、テクノ産業から
皆さまにお伝えしたいことなどを配信したいと考えております。

2023年12月 テクノ産業の休日カレンダー

■電子帳簿等保存法制度とは
電子帳簿保存法制度は、企業に対して会計記録のデジタル保存に関する法律です。この
法律は、電子取引における電子データ保存の義務化。また、企業が紙の帳簿やレシート
などの会計記録を電子的な形式で保存することができるようになります。
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スタイルは異なりますがすべて一緒です。
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操作を元に戻す Ｚ

元に戻した操作をやり直し Ctrl Ｙ＋
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今年も
あっと言う間に師走てくのぉ！

インボイス制度が始まったばかりで
今度は電子帳簿等保存法制度が始まる
ので大変かもしれないてくのぉ！

以前のように用紙を取っておく必要が
なくなるので保管場所の心配する必要は
ないけど、電子データで保存したら原本を
処分してもいいということだけどついつい

原本を保存しておかないと不安になるてくのぉ
ペーパーレスにできるのはとてもいい

徐々に慣れていくようにするしかないてくのぉ！
ハンディスキャナがひとり1台が
あたり前になるかもてくのぉ！
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■電子帳簿等保存法制度の3 つの制度

電子取引データ保存 電子帳簿等の保存 スキャナ保存

メールやインターネットを
介してやり取りした取引情
報に係るデータの保存する。

会060 計ソフト等パソコン
で作成した帳簿や取引書類
を電子データとして保存す
る。

受け取った書類などをス
キャンして画像データ化し
電子データとして保存する。

・電子メールの添付で送受信し
た請求書等(PDF など)

・インターネットサイトで商品
を購入した際に発行された領
収書など

・請求書システム経由でやり取
りした請求書など

・カード明細／交通系ICカード

・会計ソフト等で作成していた
仕訳帳、総勘定元帳、売上帳、
仕入帳などの帳簿。

・会計ソフトで作成したBS、PL
などの決算書類

・パソコンで作成した見積書、
納品書、請求書、領収証など
の紙で渡したときの書類

・相手から受け取った書類
・相手に交付した書類の写し
見積書、納品書、請求書、領
収証、契約書など

・紙で受け取った領収証などを
スマホで読み取ったもの

・国税関係書類
（決算書類を除く）

利用したい方が利用する制度ココ！を必ず対応する制度
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■アイコンから選択する

アイコンから
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得られる利益や配当が無期限で非課税になりま
す。これにより、長期的な投資が促進されます。

制度併用

■専用システムを導入しない場合の保存方法
□表計算ソフト等で索引簿を作成する方法
・表計算ソフト等の機能を使って検索する

場合のひな型。
※ひな型は国税庁のHP掲載されています。

連番 日付 金額 取引先 備考

1 20240106 66,000㈱〇 商事 請求書

2 20240207 330,000□〇ネット販売㈱ 領収書

3 20240210 55,000▽□クラウド 領収証

4 20240220 110,000㈱〇 商事 請求書

□規則的なファイル名を付す方法
・データのファイル名に規則性をもって「日
付・金額・取引先」を入力し、特定のフォ
ルダに集約しておくことで、フォルダの検
索機能が活⽤できるようにする方法です。

■おすすめハンディスキャナ
□2022 年2 月に電子帳簿等保存法の記事の際、ハンディスキャナを紹介しましたが、結
果的に【Ricoh  ScanSnap  iX100 】がストレスフリーで使用できます。
商品のご案内になります。

■電子データの保存方法
□改ざん防止のための措置
・タイムスタンプ付与、かつ訂正削除の記録が残る/訂正削除ができないシステムの利用。
・システムを利用しない場合は、電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処
理規程を作成しておく必要があります。※ひな型は国税庁のHP掲載されています。

□検索項目
・日付・金額・取引先で検索できる必要があります。
□必要機材・その他
・ディスプレイやプリンタ等の備え付けられる必要があります。
・税務職員からのデータの「ダウンロードの求め」に応じることができること
※保存形式は問いませんのでお、PDF に変換したものやスクリーンショットでもOKです。

■最新の要件緩和措置
●令和5 年度税制改正による要件緩和の内容は以下の通りです。

検索機能が不要の対象者が拡大
基準期間の売上高：1,000 以上→5,000 以上に拡大されました。
相当な理由がある場合
改ざん防止も検索機能の不要の要件は、電子保存データが書面出力可能、かつ電子
データのダウンロード可能の状態が必要です。
※相当な理由とは、システムの対応が間に合わない。金銭的な理由で整備できないなど

ScanSnap iX100 が使いやすい3 つの理由
☆ストレスフリー①カバーを開けるだけ電源オン。
☆ストレスフリー②Wi -Fi 接続で場所を選びません。
☆ストレスフリー③スキャンのスピードが速い。

メーカー・／販売元 RICOH／PFU

ブランド ScanSnap

型番（カラー） FI-IX100B（ブラック）／FI-IX100BW（ホワイト）

接続種類 Wi-Fi／マイクロUSB

読取速度／重量／サイズ 5.2秒／416g／273mm×47.5mm×36mm

価格 24,000円（税別）（価格変動有）
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